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(令和7年4月改正以降)

① ②  ④  

「各ルート毎による特徴」

①ルート

・基本的には仕様規定のみに従った構造設計でよい。

②ルート

・確認申請時は仕様規定のみの構造設計でよいが、架構部材である梁等の断面検討の要求は無い。

　よって、一般的に各所で出されている梁スパーン表を参考に梁断面を決めている場合が多く、

　梁の上に掛かる柱の軸力や地震などの軸力を考慮していない場合も有るので注意が必要。

 ルート　(特に規定では無いルートですが法的な問題はないと考えます)

・仕様規定の検討の他、許容応力度等(構造計算)の検討を行うので安全性は高い。

　仕様規定と許容応力度等(構造計算)の両検討を行うので構造設計料金は少し高くなります。

④、 ルート

・一般的に言われている構造計算(許容応力度等計算)の検討を行っているので安全性は高い。

  設計条件等により、耐震等級1～3の検討も可能で、設計用地震力を基準の1倍～1.5倍までの

　割り増し設計が出来る。

木造構造計算と確認申請ルート

3号建築物

　平屋かつ延べ
床面積200㎡以下
の木造建築物

(必要事項を仕様書へ
記載し提出) (構造計算ルートによっては適合判定有り)

 仕様規定のみの構造
安全性の確認

 許容応力度等の計算を行って
の構造安全性の確認

 仕様規定を基本とし、別途
 の検討を行い両方での構造
安全性の確認を行う。確認申
請は 仕様規定により行う。

(例外的ルート案)

構造審査省略
確認申請時には構造審査対象建物

(構造計算書・構造図面・必要書類の提出)

構造審査省略

2号建築物

　階数2以下かつ延べ床面積
300㎡以下木造建築物

　階数2以下かつ延べ床面積
300㎡を超える木造建築物

　階数3以上の木造建築物


